
 

 

要件 内容 

■鹿児島市企業立地促進補助金 

⑴ 製造業 

・工業地域等での立地 

① 新規雇用者が11人以上 

② 市内企業は６人以上（中小企業の場合は３人以上）で設備投 

資額が１億円以上 

③ 新規雇用者が30人以上で設備投資額が10億円以上 

 

 

 

⑵ 情報通信関係，デザイン・コンテンツ業，研究開発施設 

① 新規雇用者６人以上（デザイン・コンテンツ業は３人以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新規雇用者が30人以上で設備投資額が10億円以上 

 

 

 

 

 

 

③ 新規雇用者が５人以上で初めて県内に進出する企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ コールセンター・事務処理センター 

① 新規雇用者が30人以上 

※ コールセンターについては，受信業務を行うインバウンド 

コールセンター等を対象とします。 

 

 

 

 

 

⑷ 本社機能 

① 新規雇用者が10人以上（中小企業は５人以上） 

 

 

 

⑴ 製造業 

①及び②限度額6,000万円 

・ 新規雇用者×50万円／人（障害者100万円） 

・ 設備投資額×10％（用地取得費含む） 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

③ 限度額６億円 

・ 設備投資額×10％（用地取得費含む） 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

 

⑵ 情報通信関係，デザイン・コンテンツ業，研究開発施設 

① 限度額6,000万円 

・ 新規雇用者×50万円／人（障害者100万円） 

・ 設備投資額×２％ 

・ 事業所改修費×50％ 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

・ オフィス賃借料×50％ 

・ ICT関連の資格取得費用×100％ 

・ 通信回線使用料×50％ 

・ テレワーク導入関連費用×50％ 

② 限度額３億円 

・ 設備投資額×６％ 

・ 事業所改修費×50％ 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

・ ICT関連の資格取得費用×100％ 

・ 通信回線使用料×50％ 

・ テレワーク導入関連費用×50％ 

③ 限度額6,000万円 

・ 新規雇用者×50万円／人（障害者100万円） 

・ 設備投資額×10％ 

・ 事業所改修費×50％ 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

・ オフィス賃借料×50％ 

・ ICT関連の資格取得費用×100％ 

・ 通信回線使用料×50％ 

・ テレワーク導入関連費用×50％ 

 

⑶ コールセンター・事務処理センター 

① 限度額３億円 

・ 新規雇用者×50万円／人（障害者100万円） 

・ 設備投資額×２％ 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

・ オフィス賃借料×50％ 

・ 通信回線使用料×50％ 

・ テレワーク導入関連費用×50％ 

 

⑷ 本社機能 

① 限度額３億円 

・ 新規雇用者×50万円／人（障害者100万円） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴～⑷の共通要件 

・ 事業用の新たな用地等を取得又は賃借した後３年以内に操業 

を開始すること 

・ 市との立地協定を締結し協定に定める事項を履行すること 

※ 新規雇用者にはかごしま連携中枢都市圏（鹿児島市，いち 

き串木野市，姶良市，日置市）の構成市民を含む。ただし， 

その半数以上は鹿児島市民であること 

（初めて鹿児島県内に進出する企業が地元新規雇用者を採用した場合 

100万円） 

・ 設備投資額×10％（用地取得費含む） 

・ 固定資産税・都市計画税・事業所税×50％ 

・ オフィス賃借料×50％ 

・ 転勤者引越手当×50％ 

・ 転勤者住宅手当×50％ 

・ 通信回線使用料×50％ 

・ テレワーク導入関連費用×50％ 

※ 新規雇用者補助は，非正規30万円・短時間15万円 

※ 設備投資額・事業所改修費・テレワーク導入関連費用に係る 

ものを除き全て３年間 

※ このほか，水源確保のための工事費・研修費・企業内託児所 

運営費等に対する補助もあり。 

 


